
 

 

産業建設常任委員会審査日程 

 

日 時  平成３０年３月１５日（木）  

一般会計予算決算常任委員会 

産業建設分科会終了後 

場 所  第２委員会室 

審査内容    

 

１ 閉会中の継続調査事項について 



 

 

 

閉会中の継続調査事項について 
 

 

 

委員会名 調 査 事 項 調査期間 

産業建設 

常任委員会 

・道路行政に関すること 

・商業の振興に関すること 

（１）厚狭駅前・セメント町地区の活性化について 

（２）地元企業、商店の活用、空き店舗対策について      

（３）小野田駅前地区の整備促進について 

（４）プレミアム付商品券及び地域通貨について 

・公共交通に関すること 

（１） デマンド交通システムについて 

（２） ＪＲ美祢線・小野田線、並びに新幹線厚狭駅の

利用促進について 

（３） 駐車場事業について 

（４） 地域公共交通計画について 

・コンパクトシティ事業に関すること 

・公園管理について 

・観光行政に関すること 

（１） 交流、観光施設を利用したまちづくりについて 

（２） 観光資源の有効利用について 

・企業誘致に関すること 

・中小企業振興に関すること 

・農林水産に関すること 

（１）地方卸売市場について 

（２）農林水産業の振興について 

・水道事業に関すること 

・下水道事業に関すること 

（１）下水道認可区域について 

平成３０年６月

定例会前日まで

継続して閉会中

調査する 

  

  



 

○山陽小野田市組織条例（平成３０年４月１日施行分）【抜粋】 

（事務分掌） 

第２条 部及び室の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 

経済部 

(1) 商業及び工業に関すること。 

(2) 企業立地に関すること。 

(3) 労政に関すること。 

(4) 公共交通に関すること。 

(5) 農業、林業、畜産業及び水産業に関すること。 

(6) 地方卸売市場に関すること。 

(7) 小型自動車競走事業に関すること。 

建設部 

(1) 道路及び橋 梁
りょう

に関すること。 

(2) 河川及び港湾に関すること。 

(3) 都市計画に関すること。 

(4) 都市開発に関すること。 

(5) 公園及び緑地に関すること。 

(6) 下水道及び農業集落排水に関すること。 

(7) 建築及び住宅に関すること。 


